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（５） 非行等問題行動への対応

○ 悪質な器物破損 ○ 反社会的行動 ○ 非社会的行動

情報提供者

ア ク シ ョ ン プ ラ ン

○ 事実の明確な把握

☆ 問題の把握に努める。状況によっては，

冷静に、部屋の出入口を開けて１対１で聞く。

○ 毅然とした態度

☆ その行為自体は許さない。

○ 信頼感に基づいた指導

☆ 自立心の育成。原因や背景を探る。

☆ 学級の動揺を抑える。

○ 再発の防止

☆ 二度としないことを約束させる。

☆ 被害生徒の保護･指導

自己啓発

担任を中心とした家庭訪問（相談）

○自己規制力を育てる。 ○保護者へ事実を正確に報告

○正しい判断力を育てる。 ○事実の確認

○行為を反省させる。 ○保護者との協議（今後の生活のあり方）

☆生徒の立ち直りを支援する。

保護者宅訪問での指導

○保護者へ事実を正確に報告する。

○事実の確認（当該生徒）

○保護者との協議（今後の支援の在り方）

○担任との三者面談
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